豊中市特別職報酬等審議会市民公募委員　応募用紙
	住　所
	〒　　　－　

	ふりがな
	

	名　前
	

	性　別
	
	年　齢
	令和８年（2026年）９月１日時点　　　　歳

	電話番号
	

	豊中市内に在勤・在学で応募される場合にのみ記入してください。
	勤務先・
学校名
	

	
	所在地
	

	応募動機
	

	活動経験
	（地域活動・他の審議会委員などの経験があれば記入してください。）



小論文のテーマ　「特別職報酬等審議会に公募市民が参加することの意義について」
※８００字程度で書いてください。
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